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放課後等デイサービス ふぁむ 重要事項説明書 

 

この重要事項説明書は、社会福祉法第 76条及び第 77条の規定に基づき、当事業所の概要や提

供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことをサービス利用希望者に対して説明す

るものです。 

 

１．放課後等デイサービスを提供する事業者の概要 

名    称 一般社団法人優 

法 人 所 在 地 愛媛県伊予郡砥部町原町６０３番地 

電 話 番 号  ０８９-９６２-３２３１ 

代 表 者 氏 名 代表理事 大久保 悟 

設 立 年 月  令和 ２年 ８月 ７日 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類  指定放課後等デイサービス 

事業所の名称  放課後等デイサービス ふぁむ 

事業所の所在地 愛媛県東温市北方甲８４２番地２ 

連 絡 先  電話：０８９－９９３－６８６０   FAX：０８９－９９３－６８６３ 

管 理 者 氏 名  今井 美奈 

 利用定員 １０名 

指 定 年 月 日 令和 ３年 ４月 １６日 

事 業 所 番 号 ３８５１５００１５１ 

事業の目的 

一般社団法人優が開設する放課後等デイサービス ふぁむが行う放課

後等デイサービス事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び

運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運

営管理を図るとともに、障がい児及び障がい児の保護者の意思及び人

格を尊重し、障がい児及び障がい児の保護者の立場に立った適切な指

定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的とする。 
 

運営方針  

 

①事業者は、障がい児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及

び社会との交流を図ることができるよう、障がい児の身体及び精神の状

況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練

を行うものとする。 

②事業の実施に当たっては、障がい児の保護者の必要な時に必要な指定

放課後等デイサービスの提供ができるよう努めるものとする。 

③指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域との結び付きを

重視し、通所給付決定保護者（以下「保護者」という。）の所在する市

町、その他の指定通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、その

他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努

めるものとする。 

④前三項のほか、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び「愛媛

県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例」（平成２４年１０月２３日条例第５１号）、のほか関係法令を遵
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守し、事業を実施するものとする。 

 

 ３．事業所設備の概要 

設 備 の 種 類  室数 面積 備考 

食堂・指導訓練室 １室 79.49㎡ 個別活動・集団活動 

相  談  室 １室 13.4㎡ 面談・更衣等  

多 目 的 室 １室 15.48㎡ 個別活動・集団活動  

ト イ レ 2室 12.2㎡ 洗面台、洋式トイレ 

静養室・学習室 1室 14.35㎡ 静養、更衣、学習、専門的個別支援等 

    

４．職員の体制 

 （１）各職種の職務内容 

職種 業務内容 

管   理   者 

従業者の管理、放課後等デイサービスの申込みに係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定

されている指定放課後等デイサービスの実施に関し、事業所の職員に対

し遵守させるために必要な指揮命令を行います。 

児童発達支援管理 

責   任   者 

(1) 適切な方法により、障がい児の有する能力、置かれている環境及

び日常生活全般の状況等の評価を通じて障がい児及び保護者の希望

する生活や課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行い、

障がい児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上

での適切な支援内容を検討します。 

(2) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供す

る指定放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又はその他の

福祉サービス等との連携も含めて、障がい児及び保護者の生活に対

する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための

課題、指定放課後等デイサービスの目標及びその達成時期、指定放

課後等デイサービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支

援計画の原案を作成します。 

(3) 個別支援計画の内容を保護者に対して説明し、文書により同意を

得た上で、作成した放課後等デイサービス計画を記載した書面を保

護者に交付します。 

(4) 個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握（障がい児

についての継続的なアセスメントを含む。）を行うとともに、少なく

とも６カ月に１回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じ

て個別支援計画を変更します。 

(5) 障がい児の利用に際し、指定放課後等デイサービス事業所等に対

する照会等により、障がい児の心身の状況、事業所以外におけるサ

ービス等の利用状況等を把握します。 

(6) 障がい児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児

が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとと

もに、自立した日常生活を営むことができると認められる障がい児

に対し、必要な支援を行います。 

(7) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行います。 
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保 育 士 
個別支援計画に基づき障がい児及び障がい児の保護者に対し適切に

支援・指導等を行います。 

児童指導員 
個別支援計画に基づき障がい児及び障がい児の保護者に対し適切に

支援・指導等を行います。 

指 導 員 
個別支援計画に基づき障がい児及び障がい児の保護者に対し適切に

支援・指導等を行います。 

(２）職員の配置 

職種 人員 備考 

管  理  者 1人  

児童発達支援管理責任者 1人以上 うち常勤 1人以上 

保 育 士  

児 童 指 導 員 
２人以上 うち常勤 1人以上 

※職員の配置については、厚生労働省並びに愛媛県の指定基準を遵守しています。ただし、

指定基準を下回らない範囲で変動することがあります。 

 

                                                                     

５．通常の事業の実施地域 

  東温市・松山市・砥部町 

  送迎は東温市、松山市、砥部町とする。但し、当事業所より片道 30分圏内の範囲とする。 

 

 

６．営業時間とサービス提供時間 

営業日 

及び 

営業時間 

月曜日から土曜日 

（日曜日、１２月３０日～１月３日、８月１３日～１５日 

及び行事等で事業の実施が困難な場合を除く） 

９：３０～１７：３０（平日） 

９：００～１７：００（土曜日・祝日） 

９：００～１７：００（学校休業日の平日） 

サービス提供日 

及び 

サービス提供時間 

月曜日から土曜日 

（日曜日、１２月３０日～１月３日、８月１３日～１５日 

及び行事等で事業の実施が困難な場合を除く） 

放課後等デイサービス事業（月曜日から土曜日） 

１３：３０～１７：３０（月曜日から金曜日） 

 ９：００～１５：３０ （土曜日・祝日）  

９：００～１７：００ （学校休業日の平日） 

延長 上記の営業時間の前後で利用を希望される方 

   ※時間等は要相談 
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７．サービスの内容 

  個別支援計画に基づき、個々に合ったプログラムを個別や集団で行います。 

（１）いろいろな活動 

① 運動 

   トランポリン、バランスボール、ラダー、縄跳び、等を使った粗大運動 

   ウォーキング、ダンス、ヨガ、マット運動等 

② 遊びを通した発達支援 

ブロック、粘土、パズル、等を使った創造力の育成 

③ 学習支援 

宿題・持参の学習教材・数字や文字、言葉等、生活の中で使うことのできる力の育成 

カードやパソコンを使ったソーシャルスキルトレーニングの実践 

④ 音楽活動 

リトミック活動を通しリズム力の育成及び情緒面のケア 

いろいろな楽器に触れて興味、関心を促す。 

⑤ 創作活動 

    季節に合わせて壁面作りや工作。ちぎり絵、絵画、ビーズ等を使った微細運動 

  ⑥ 料理活動 

    おやつ作り、季節の料理等 

 ⑦ 外出活動 

    公園、公共施設、買い物体験等 

（２）生活支援 

① 健康管理 

利用時の検温・体調不良時の家族・医療機関等の連携等健康面の支援 

② 食事支援 

  食事の際のマナー等の支援 

③ 排泄支援 

衣服の着脱・トイレの誘導等の支援 

（３）生活相談 

 日常生活の中での助言・相談 

（４）情報の提供及び相談 

他の福祉サービスの情報提供、サービスの斡旋や利用方法の助言 

（５）関係機関との連携 

   保健、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携 

（６）送迎サービス 

   営業時間に合わせた送迎を行う。（当事業所より片道３０分圏内） 

 

８．利用料金 

   お支払いただく利用料はつぎのとおりです。 

（１）障害児給付費サービス内容の料金 

障害児通所給付費によるサービスを提供した際は、事業者が放課後等デイサービス給付費等の

給付を市町から直接受け取る（代理受領する）場合、サービス利用料金（厚生労働大臣の定め

る基準により算出した額）のうち利用者負担分（サービス利用料金全体の1割を上限）を事業

者にお支払いただきます。 

なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービ

ス受給者証をご確認ください。 
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（２）障害児通所給付費の対象外サービスの料金 

①  活動費 １回 １００円 （上限１カ月１０回まで。（最大１０００円）） 

② おやつ代金 １回５０円 

③ 昼食（弁当）を注文した際の実費相当分 

④ 各種体験活動に参加した際の実費相当分 

⑤ サービス提供記録等の複写に際しての実費相当分。（１枚あたり１０円） 

上記以外に、日常生活において通常必要となるものに係る経費であって保護者負担が適当

と認められるものの実費。（紙おむつ、生理用品など） 

なお、この所定料金は、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当額

に変更することがあります。その場合事前に変更の内容ならびに変更する事由について、変

更を行う２カ月前までにご説明します。 

（３）上記（１）の代理受領を行わない場合、事業者は保護者からサービス利用料金の全額を

受けるものとします。 

（４）事業者は、上記（１）から（３）の利用者負担額の支払いを受けた場合は、保護者に

対して当該費用に係る領収証を発行するものとし、障害児通所給付費の代理受領を

受けた場合は、保護者に対してその金額及び内訳を通知するものとします。 

（５）利用料金は、１ヵ月ごとに計算してご利用月の翌月１５日以降に保護者に請求し、保護

者はご利用月の翌月末までに事業所へ支払います。支払い方法は以下の方法でお支払い

ください。 

    ① 口座振替（手続きに２か月前後かかります。） 

    ② 現金又は振込での支払いを希望される場合はお申し出下さい。 

 

９．利用者負担に関する月額上限 

世帯所得 負担上限額 

生活保護・低所得 ０円 

一般世帯１ ４，６００円 

一般世帯２ ３７，２００円 

 

 

１０．サービス利用に当たっての留意事項 

面会 
事業所までご連絡下さい。尚、ご家族以外の方については、利用者と

の関係をお尋ねする場合があります。 

宗教活動等 
信仰等は自由ですが、他の保護者及び利用者に対して政治・営利を含

めた活動等を行うことはご遠慮下さい。 

貴重品管理 
保護者及び利用者の責任において管理して頂きますが、自己管理出来

ない場合は、事業所で保管します。 

危険物等 危険物の持ち込みは禁止します。その他はご相談下さい。 

 

１１．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障がい者虐待の防止、障がい者

の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）」を遵守するとともに、下記
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の対策を講じます。 

  (1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者 ： 今井 美奈  

   (2) 苦情解決体制を整備しています。 

(3) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。 

   (4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。 

 

１２．身体拘束の適正化について 

(1) 身体拘束に関する責任者を選定しています。 

身体拘束に関する責任者 管理者 ： 今井 美奈  

   (2) 身体拘束に該当する場合については、家族と協議の上同意を得た後、個別支援計画に

記載を行い、定期的な見直しを実施します。 

   (3) 身体拘束が適切であるか検討する委員会を定期的に開催します。 

   (4) 身体拘束に対する指針を策定しています。 

  （5）職員に対する定期的な研修を実施しています。 

 

１３．苦情・要望の受付について 

※ 苦情（要望）受付から解決までの流れ 

 ・苦情受付担当者 

 ① 苦情（要望）内容の詳細を確認し申出人の要望を明確化します。 

 ② 苦情（要望）内容を「苦情受付書」に記入し、申出人の確認サインをもらいます。 

 ③ 調査：聴き取りした苦情（要望）内容に沿って関係職員等に事実関係を確認します。 

 ④ 記録：「苦情（要望）受付書」に対応経過を記録し、必要に応じて資料等を添付します。 

 ⑤ 報告：苦情解決責任者に報告します。 

 ・苦情解決責任者 

 ① 苦情（要望）内容及び調査結果に基づいて解決案を作成し、申出人と話し合い、解決に

努めます。解決後は、「苦情（要望）解決結果報告書」「改善結果報告書」を作成し、申

出人に通知します。尚、記録は５年間保存します。 

 ② 解決が不調な場合、他の関係機関を紹介し、苦情解決に当たります。 

  

（１）当事業所の苦情・要望の受付窓口 

受 付 時 間 

月曜日から金曜日 １０時～１７時 

 ８月１３日から８月１５日、１２月３０日から１月３

日は除く。 

苦情解決責任者 大久保 悟 

  苦情受付担当者 今井 美奈 

電 話 番 号 ０８９－９９３－６８６０ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

   本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関等に申し立てることができます。 

 

機 関 名  住 所 電 話 番 号  
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愛媛県 
保健福祉部 

障がい福祉課 
愛媛県松山市１番町４－４－２ ０８９-９１２-２４２０ 

愛媛県中

予地方局     

健康福祉環境部     

地域福祉課 
愛媛県松山市北持田町１３２番地 ０８９-９０９-８７５６ 

東温市 
市民福祉部 

社会福祉課 
愛媛県東温市見奈良５３０番地１ ０８９-９６４-４４０６ 

愛媛県社会

福祉協議会 

運営適正化委員

会 
愛媛県松山市持田町３－８－１５ ０８９-９９８-３４７７ 

松山市 
保健福祉部 

障がい福祉課 
愛媛県松山市２番町４-７-２ ０８９-９４８-６９３６ 

砥部町 
介護福祉課 

障がい福祉係 

愛媛県伊予郡砥部町宮内１３９２

番地 
０８９-９６２-７２５５ 

 

１４．感染症対策について 

  事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、下記の対策を講じま 

 す。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期

的に開催し、その結果について職員に周知徹底を行います。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３）事業所において職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を

定期的に実施します。 

 

１５．業務継続計画の策定について 

  （１）事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提

供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じます。 

  （２）事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施します。 

  （３）事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行います。 

 

１６．緊急時の対応 

  現に放課後等デイサービスの提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、

速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとしま

す。 

また、主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるもの

とします。 

（１） 保護者に利用者の主治医（かかりつけ医療機関）緊急連絡先、緊急時の対応方法などを利

用開始までに救急医療情報シートに記入してもらうこととする。  

 

（２） 事業所の協力医療機関 

医療機関名 藤本内科クリニック 診 療 科 内科 
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所 在 地 愛媛県東温市横河原１３０１－３ 

代 表 者 藤本 明彦 電 話 番 号 ０８９－９６０－５５００ 

 

１７．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める消防計画書により対応します。 

避 難 訓 練 
別途定める消防計画書に従い年に２回以上、避難・防災訓練を利用者参

加の上で行います。 

防火管理者 大久保 悟 

 

１８．障がい児及び保護者の記録や情報の管理、開示 

  事業者は、関係法令に基づいて、障がい児の記録や情報を適切に管理し、保護者の求めに応

じてその内容を開示します。 

  ※ 閲覧、複写ができる窓口業務時間は、平日の午前 10時から午後５時です。 

 

１９．個人情報保護に関する相談の受付・記録及び情報管理について 

個人情報保護責任者 管理者 ： 今井 美奈  

①従業者は個人情報の保護に努め、業務上知り得た個人情報について在職中及び退職後におい

ても他にもらしません。 

②利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報 

を提供できるものとします。 

③利用者の個人情報をサービス調整会議等で用いる場合には、予め文書にて保護者の同意を 

得ることとします。 

ただし、個別支援計画を作成した際に保護者に同意を得ている場合には、この限りではあり

ません。 

④利用者の円滑なサービス利用のため支援を行う際に、保護者及び利用者に関する情報を提 

供する場合には、予め文書にて保護者の同意を得ることとします。 

 

２０．事故発生時の対応 

事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び障がい児の家族等に連絡を行なうととも

に必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。 

  また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。 

（１）損害保険会社名  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

（２）損害保険の種類  賠償責任保険 

 

２１. 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

    現在、第三者評価を行っていない。 
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令和   年  月  日 

 

指定放課後等デイサービスの提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 

  

事業所 

（所在地） 愛媛県東温市北方甲８４２番地２ 

 

（名 称） 放課後等デイサービス ふぁむ 

 

                 （説明者）               印              

 

私は、本書面の基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定放課後等デイサービスの提供

開始に同意しました。 

 

サービス提供開始予定日  令和  年  月  日   

（保護者）住 所                    

 

     氏名                 印 

 

児童氏名                  

附 則 

  この重要事項説明書は、令和 7年 8月１日より施行する。 
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個人情報使用同意書 

 

 

私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用

することを同意します。 

                                         

記 

 

 

１ 使用する目的 

  事業者が、放課後等デイサービスの提供にあたり、円滑にサービスを実施するために行うサービ

ス担当者会議において必要な場合または他の関係機関と情報の共有が必要な場合。 

 

２ 使用にあたっての条件 

  個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係

者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

 

３ 個人情報の内容 

 ・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者がサービスを行うために最低限必要な利用者や

家族個人に関する情報。 

 ・認定調査、主治医意見書、障害支援区分認定審査会における判定結果の意見(認定結果通知書) 

 ・その他の情報 

  ※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は

識別され得るものをいいます。 

以上 

 

令和  年  月  日 

 

放課後等デイサービス ふぁむ 管理者 あて 

 

 

保護者 

≪氏  名≫                    ㊞ 

 

≪住  所≫                      

 

≪児童氏名≫                      


